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「電子マネーで支払って」は詐欺!!

「電子マネーで支払って。」

「電子マネーの番号を教えて。」

は全て です。詐欺

※ ＳＭＳ(ショートメッセージサービス)とは、携帯電話同士で電話番号を宛先にして
メッセージをやり取りできるサービスです。

第22号

5 月 7日、佐世保市内で 30万円相当の被害が発生しました。

状況】【被害の
１ 被害者（70歳代女性）の携帯電話に、SMS（ショートメッセージサービス）

でメールが届く。

２ 被害者がメールの連絡先に電話したところ、犯人から電子マネーカード

で支払うよう指示される。

３ 被害者がコンビニエンスストアで電子マネーカードを購入し、裏面に記

載の番号を犯人に教え、合計 30万円相当分の利用権をだまし取られる。

ご利用料金の確認が取れておりません。

本日中にお客様サポートセンターまで

ご連絡ください。

有料動画サイトの料金が未納です。

支払いをしないと裁判になります。

後で料金は返ってきます。

電子マネーで支払ってください。

被 害 を 防 ぐ た め に

★ 携帯電話に迷惑メールが届かないように設定を行う。
身に覚えのないお金の話が出たら、必ず家族や警察に相談する。★


